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予 算
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令和３年度 越谷市病院事業会計補正予算（第１号）

　（総　則）

第１条　令和３年度越谷市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（債務負担行為）

第２条　予算第５条に定めた企業債を第６条とし、予算第６条一時借入金から予算第９条重要な資産の取得までを

　　 １条ずつ繰り下げ、予算第４条資本的収入及び支出の次に次の１条を加える。

　　 第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

令和3年(2021年)11月30日提出

　埼玉県越谷市長　　　福　 田　　 晃

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

医療用ガス供給契約料 令和３年度から令和４年度 2,300千円

当直用等寝具賃借料 令和３年度から令和４年度 3,700千円

病院庭園管理及び敷地外駐車場除草等業務委託料 令和３年度から令和４年度 3,900千円

放射線管理業務委託料 令和３年度から令和４年度 700千円
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予算に関する説明書
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期　　間 金　　額 期　　間 金　　額 病院事業収益

千円　 平成　　　令和 千円　 　令和 千円　 千円　

76,332 54,668 54,668

178,308 130,692 130,692

　令和

437 863 863

30,000 60,000 60,000

― 2,300 2,300

― 3,700 3,700

― 3,900 3,900

― 700 700

債務負担行為に関する調書

事　　　項 限　度　額

前年度末までの 当該年度以降の支
左の財源内訳

支払義務発生額 払義務発生予定額

 白衣等賃借料 30 - 2  3 - 4131,000

 患者用検査着賃借
 料

2  3 - 51,300

 物品供給管理業務
 委託料

29 - 2  3 - 4309,000

 地域総合診療研究
 講座負担金

2  3 - 490,000

 医療用ガス供給
 契約料

―  3 - 42,300

 当直用等寝具賃借
 料

―  3 - 43,700

 放射線管理業務
 委託料

―  3 - 4700

 病院庭園管理及び
 敷地外駐車場除草
 等業務委託料

―  3 - 43,900
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